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は じ め に

20 04 年12 月 8 日 ､ 法制審議会の 会社法 ( 現代化関係) 部会 にお い て
‾
｢ 会

社法現代化 に関する 要綱案+ ( 以下 ｢要綱案+ と記す) が決定さ れ た ｡ こ

の 時点で ､ 当研究会は検討対象を､ 従来の ｢ 要綱試案+ か ら ｢ 要綱案+ に

変更 して検討を継続 した ｡ 本稿は ､ ｢ 要綱案+ 決定前になさ れ た検討の 結

果を取りまと め たもの で ある ｡

なお ､ 本年3 月 9 日 に は ､ 法制審議会から ｢会社法案要綱+ 及び ｢ 会社

法の 施行 に伴う関係法律の 整備等に関する法律案要綱+ が法務大臣に答申

さ れ､ 同月2 2 日･には ､ 法務省から同法案が国会 に提出され た ｡

第四部 株式会社 ･ 有限会社

第3 株式 ･ 持分関係

7 種類株式

(1) 有限会社にお ける種類株式 に相当する制度
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有限会社法制と会社法制の 一 体化の 観点からも ､ 試案に賛成である ｡

(2) 剰余金分配 ･ 議決権等に関する別段の 定め

取締役会が設置されな い 譲渡制限株式会社にお い て は ､

‾
剰余金分

配､ 議決権等 に閲 し､ 定款をも っ て別段の 定めを置く ことができる

もの とする ｡

( 注1) 別段の 定め をした場合 に おける株主 ･ 社員の 保護の在り方に

っ い て は ､ 種類株式を発行 した場合における各種類の 株主
‾
の 保護

の た め の 制度と同様 の措置を講ずる方向で ､ なお検討する ｡

( 注 2 ) 取締役会 の 有無 に か か わ らず ､ 譲渡制限株式会社全般 に つ い

て も認 め るか どうか に つ い て は ､ なお検討する ｡

〔関連規定〕 有限会社法39 条､ 4 4 条､ 73 条

会社法制 の 現代化にお い て ､ 取締役会 の 設 置が強制さ れな い 譲渡制限会

社が認め れる 場合 ､ その 実態は現行法上 の 有限会社 と同様に考えられる ｡

その 際､ より定款自治の 範囲が広い 現行有限会社制度を拡充する こと は ､

合理的 で あろう ｡

(3) 議決権制限株式等の 発行限度

有限会社及び取締役会が設置され な い 譲渡制 限株式会社にお い て

( 注) 取締役会の 有無に かか わ らず､ 譲渡制限株式会社全般 に つ い て

も撤廃するか どうか に つ い て は ､ なお検討する ｡

〔関連規定〕 商法222 条5 項 ､ 6 項､ 8 項

現行法上 ､ 株式会社 で は ､ 議決権制限株式は発行済株式総数の 2 分 の 1

を超えて 発行する こ と が で きな い とさ れて い る が (商法2 22 条5 項) ､ 有限

会社の 持分 に関 して は こ の ような制限はな い
｡ 上述の ような譲渡制限会社
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は ､ 実質は有限会社 と同様 であり､ 議 決権制限株式を発行済株式総数の 2

分 の 1 に制限する こ とは安当 で はな い た め ､ 要綱試案通り規制を撤廃すべ

き であろう｡

(4) 強制転換条項付株式

(力 走款の 定め によ る転換

定款 の 定め に従 い
､ 公告 ･ 通知等 の 期 間の 満了を待たず に強制

転換する こ とを認め る もの とする ｡

(参 転換の 条件

転換の 条件に つ い て は ､ 転換予約権付株式と同様 ､ 発行の 際の

株主総会又 は取締役会の 決議 により定め る こと がで きる もの とす

る ｡

〔関
■
連規定〕 商法222 条ノ 8 ､ 22 2 条ノ 9

定款の 定め た転換条項に よる 転換にお い て は ､ 予め意 図した事由の 発生

により襲制転換され る場合に は ､ 取締役会の 決議 ･ 公告 ･ 通知等の 手続は ､

不 要で あろう｡

(5) 種類株式の内容に係る定款変更

種類株式の内容のうち ､ その 決定を取締役会等の 決議に委ねた事

項に つ い て は ､ 当該取締役会等の 決議が行わ れ た際に定款が変更さ

れ たも の とみ なすもの とする ｡

〔関連規定〕 商法222 条3 項､ 222 条ノ 2 第2 項

種類株式の 内容のうち ､ その 決寿を取締役会 に委ねたも の は ､ 株主 に対

する情報開示の 観点から､ 上記の よう に定款変更と解 して も問題 はな い で

あろう ｡
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(1) 商法34 5 条1 項の 要件

商法34 5 条1 項 に規定する定款の 変更 は ､ ①当該種類株式の 内容

を変更する場合及び②新たな種類珠式の 定め を置き､ 又は他の 種類

株式の 内容を変更し ､ 若しく は他の 種類株式を発行する こ と が で き

る 数を引き上 げる場合 に限る もの とする ｡

〔関連規定〕 商法34 5 条

種類株主総会決議 に関して は ､ 上 記要綱 はそ の 適用範囲を明確 に した こ

と で ､ 実務上も有意義な改正 で あろう ｡

(2) 商法34 6 条の 規定によ る種類株主総会

ある種類株式に つ き､ あ らか じめ 定款 をも っ て ､ 商法3 46 条の 規

定によ る種類株主総会の 決議を要 しな い 旨を定め る こ と が でき るも

の とす る ｡

( 注1 ) 当該種類株式の 発行後に こ の 走敦 の定めを設ける と 剖 ま､ 当

該種類の 総株主の 同意を要する もの とする ｡

( 注 2 ) こ の 定款の 定め がある種類株式 に係る 種類株主 は ､ 合併等の

組織再編行為に際して ､ 買取請求権を行使する こ とがで きる もの

とする ｡

( 注3 ) 商法3 46 条後半部分に掲げる事項 ( 現行法は ､ 合併､ 分割､

株式交換及び株式移転の み 規定して い る ｡) の 見直しの 安否に つ

い て は ､ なお検討する ｡

〔関連規定〕 商法34 6 条､ 22 2 粂11 項

(注 1) ( 注2 ) に つ い て 特に意見は で なか っ た ｡ ( 注3 ) に つ い て ,

商法34 6 条の 解釈に閲し､ ｢ 格別の 定め をなす+ と い う文言に は特別の 意
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義はなく ､ ｢ある種類の 株主 に損害を及 ぼす+ か否かが重要である の で ､

商法3 46 条後半部分 に掲げる 事項は ､ 廃止す べ きで あろうと思 われ る ｡

(3) 議決権
_
制 限株主の 買取請求権

組織再編行為の 際の株主の 買取請求権に関して は ､ 次 に掲げる株

主 が行便する こ と が で きる もの とする ｡

① 株主総 会 (種類株主総会 を含 む
｡) に お い て 議決権 を行使す る

機会の ある株主 にあ っ て は
､

‾
当該株主稔 会の 開催前 に反対の 意思

を通知し､ 当該株主総会にお い て 反対 した株主

② 株主総会にお い て 議決権を行使する機会の な い 株主 にあ っ て は

会社が指定する期間 (公告 ･ 通知後2 週 間) 内に反対の 意思を通

知した株主

組織再編行為の 際の 株主の 株式買取請求権は ､ 投下 資本回収の 重要な方

法で あり ､
この 点は議決権制限株主 にと っ て も ､ さらに議決権行使の 機会

がな い 株主 に と っ て も同様 で ある ｡

端株 ･ 単元株

端株制度と単元株制度とを 一

本化する もの とする ｡

(注1) 端株制度 ･ 単元株制度の い ずれ の 制度 に
一

本化する かに つ い

て は ､ 両制度を次の よう に整理 した上 で ､ 端株制度を廃止する方

向で ､ なお検討する ｡

a 案 端株主 ･ 単元未満株主 が有す る権利内容を同
一

にする
?

(荏) 同 一

にする場合の 権利の内容に つ い て は ､ ①自益権に つ い て

は定款の 定め によ る制限を認め ､ 共益権 につ い て は与えな い
､

②自益権 に つ い て は定款の 定め に よる制限を認めず､ 共益権に

つ い て は定款 の 定め によ る制臨を認め る ､ ③自益権の ほか ､ 議
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決権 に関する もの 以外の 共益権を与える もの とする ことが考え

られる ｡

b 零 株主総会の 特別決議に より両制度間 の 移行を認め る現行制度

を実質的に維持し ､ 株主総会の特別決議によ り単元未満株主が

有する権利内容を現行法上の 端株主が有する権利内容と同内容

まで 変更する こ とを認める ｡

( 注2 ) 仮 に､ 端株制度を廃止する場合にお い て も ､ 端株制度を採用

〔関連規定〕 商法220 条ノ 2 か ら2 20 条ノ 7 まで ､ 22 1 条､ 22 1 条ノ 2

現行法で は ､ 端株制度と単元株制度が併存する ｡ 両者とも株式管理 コ ス

トの 削減等を念頭 に置 い た 制度で ある が ､ 両者は株式か否か と い う点で 大

きく その 内容が異なる ｡
こ の 状況 に閲 し研究会で は､ 理論的 には ､ 1 単元

- 1 株とすれ ば､ 端株制度の 方が より妥当性が高い と い う意見も出 たが ,

旧50 円額面株式が多 い 現状を鑑み る と単元株に 統
一

した方がより現実的 で

あり ､ か つ また株式と は別個 の端株と い う制度を規定する よりは ､ 単元未

満株制度 に統
一

す べ き で ある と の 意見が優勢 で あ っ た ｡ その 場合 ､ ( 注2 )

で 指摘されて い る ように ､ 端株制度を採用 して い る会社 に負担がかか らな

い 手当が必 要で あ ろう ｡

1 0 議決権制限株主その 他 の 株主 の 少数 ･ 単教株主権等

(1) 議決権基準 ･ 株式数基準

帳簿閲覧請求権､ 業務財産調査の ため の 検査役選任請求権及び解

散請求権に つ い て は ､ 行使要件を株式数 ･ 単元数基準に改め るもの

とする ｡

(荏) 自己株式 ､ 相互保有株式 , 単元未満株式の 数は ､ 含め･な い もの

とする ｡
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〔関連規定〕‾ 商法4 06 条ノ写､ 29 3 条ノ 6 ､ 2
.
94 条､ 有 限会社法44 条ノ

2
‾

､ 4 5 粂､ 7 1 粂ノ 2

少数株主権の 中には ､ たとえ議決権制限株式を有する株主で あ っ て も ､

その 権利を制限される べ きで は か - もの がある ｡ とく に帳簿閲覧請求権 ･

検査役選任請求権等､ 会社の財 産状況等の 調査に関連する少数株主権に関

して は ､ 試案通り ､ 行使要件を株式数 ･ 単元数基準 に改め る べ き で ある ｡

また 同じ理由で､ 裁判所に解散判決を求め る解散請求権 に つ い て も ､ 会社

の 運営上重大な問題 が生 じて い る 等､ や むを得な い 場合 にの み認め られる

請求権である から ､ 行使要件を株式数 ･ 単元数基準にす べ き である ｡

仮 に上述の 少数株主権を株式数 ･ 単元数基準 に改め る とする と ､ その 分

母となる株式数 には ､ 自己株式 ･ 相互保有株式およ び単元未満株式を含め

な い と い う提案は ､ 妥当である ｡ 自己株式 ･ 相互 保有株式に つ い て は ､ そ

の 割合が 大き い 場合に､ 他の 株主 の 少数株主権行使を不当に制限する こ と

が な い よう にする ため で あり ､ また単元未満株式 に関 して は ､ も とも と単

元未満株式を有するも の が少数株主権を行使する ことや
ぎで きな い ため ､ そ

の よう に制度上行使する こ とがで きな い 者の有する株式数を計算の 基礎に

含め る こと により ､ 他の 株主 の 有する少数株主権行使が不当に制限される

こ とがな い よう に考慮する必要があるか ら で ある ｡

(2) 株主総会に関連する少数 ･ 単独株主権等

株主提案権､ 総会招集権 ､ 総会検査役選任請求権及 び議決権行使

書面 ･ 代理権を証する 書面等の 閲覧 ･ 謄写請求権は ､ 議決権制限株

主 に つ き定款をも っ て 与えな い もの とする こ と が で きる現行制度を

p 改め ､ 議決権を行使する ことができる 事項 に係る権利 に つ い て は そ

の 行使を法律で保障し､ 議決権を行使する ことがで きな い事項に係

る権利 に つ い て はその 行使をする こ とがで きな い も の とする ｡
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〔関連規定〕 商法222 条4 項､ 23 2 条ノ 2 ､ 2 37 条､ 23 7 条 ノ 2 ､ 2 39 粂

7 項等

現行法で は ､ 議決権制限株式 の株主に 対して は ､ 定款をも っ て ､ 少数株

主権を与えな い こ とができるも の と して い る ( 商串222 条4 項) ｡

■ しか し株

主提案権､ 総会招集権 ､ 絵会検査役選任請求権お よ び議決権行使書面 ･ 代

理権を証する書面等の 閲覧 ･ 謄写請求権に 関しては
､ ある事項に つ い て議

決権を行使 しうる議決権制 限株主 にあ っ て は ､ 固有の 権利 で あ っ て ､
こ れ

を奪う の は妥当で はな い
｡

一

方､ 議決権制限株式の株主が議決権を行使する こ と が で きない 事項に

係る権利に つ い て は ､ 定款で その 旨定め なくとも ､ 当該株主 には当該事項

に関する少数株主権が認め られな い こ とは現行法上の 解釈か ら導かれ る ｡

試案は こ れらの 点に閲 し､ 上述 の 請求権 に つ い て ､ 議決権行使に必要な

観点から､ 議決権制限株式の株主が有する少数株主権の 範囲を明確化しよ

うとするもの であり ､ 妥当である ｡

(3) 特定の 決議事項に関連する少数株主権等

① 取締役
.

･ 監査役 ･ 清算人 の 解任請求

取締役 ･ 監査役 ･ 清算人の 解任請求権を行使する ことが できる

株主 の 要件 に つ い て は ､ 次の い ずれ か の 案で 見直 しを行うもの と

する ｡

a 案 それぞれ の解任の 決議 に つ き行使す る こ とが で きる議決権

を
一

定の 割合以上の 議決権数を有する株主 に認める ｡

b 案 a 実の 株主 に加え､ 議 決権の 有無に かか わ らず
一

定の 割合

の 株式数 ･ 単元数を有する 珠主 に も認め る ｡

( 注) 種類株主 が選任 した取締役等 の 解任請求に つ い て は ､ なお検討

する ｡
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〔関連規定〕 商法257 条3 項 ､ 4 26 条2 項 ､ 有限会社法31 条ノ 3 等

② 取締役等の 定款授権によ る免責 に対する異議の 申出をする権利

取締役等の 定款授権によ る免責 に対する異議の 申出をする権利

は ､ 取締役等の 責任の 一 部免除 に係る株主総会の 決議にお い て議

決権を行使する こ とが で きる種類の株式を有する株主 がその 行使

をする こ とができる もの とする ｡

〔関連規定〕 商法266 条7 項､ 1 5 項

①に つ い て

取締役 ･ 監査役 ･ 清算人の 解任請求権を行使 しうる株主 の 要件と して ､

現行法上議決権基準 ( 給議決権の1 00 分の 3 ) が用 い られ て い る ｡ 少数株

主が解任請求をする ことが で きる 要件は ､ 取締役の ｢職務逐年に閲し不正

の 行為また は法令若しく は定款に違反する重大なる事実ありたる+ 場合と

さ れて い るから ､ 解任決議にお い て 議決権を行使する こ と がで きな い 株主

でも ､ 解任決議が されな い 場合に は解任請求する こ とが で きる と考える べ

きであろう ｡ その 結果 ､ b 案の い うよう に , 議決権の 有無に関わらず､

一

定の 割合の株式数 ･ 単元数を有する株主 にも解任請求権を認める べ き であ

ろう ｡

②に つ い て

現行法で は ､ 定款授権 による 取締役等の 責任の
一

部免除( 商2 66 条1 2 項)

に対する 異議の 申出は , 総株主の 議決権の10 0 分 の 3 以上 を有する株主 に

お い て 可能とされ て い る . その 株主 と は ､ 取締役等の 責任の 一 部免除 に係

る株主総会の 決議にお い て議決権を行使する こ とがで きる種類の株式を有

する株主とすべ き であり , 試案に賛成である ｡ その 場合 には ､ 取締役の 責

任 一

部免除 には株主総会の 決議が必要となるか らで ある ｡



法政理音素38 巷第 1 号 (200 5 年) 1 4 3

(4) 少数株主権と少数社員権の 行使要件

有限会社及び取締役会が設置されな い 譲渡制限株式会社の 少数社

員権等の 各株式数 ･ 議決権数基準要件 に つ い て も ､ 定款に別段 の 定

め がなけれ ば､ 現行の 株式会社と同様の もの とする ことと し､ その

要件が ｢ 総株主 ( 総社貞) の議 決権の10 分 の 1 以上+ よりも緩や か

な要件の もの に つ い て は ､ 定敦をも っ 七 ､ ｢10 分の 1 + まで の 範囲

内で 要件を引き上 げる こ とが で きるもの とする ｡

( 注1) 譲渡制限株式会社
一

般に つ い て , 定款の 定め によ る行使要件

の 引上 げを認 め るか どうか に つ い て は ､ なお検討する ｡

( 注2 ) 譲渡制限株式会社 にお い て は ､ 現行の 株式会社の 単独株主権

･ 少数株主権 にお ける 6 か月 の保有期間制限は課さな い もの とす

る ｡

その 行使要件を引き下げ､ 又 は単独珠主権とする こ とは妨げられ

な い もの とする ｡

今回の 改正 により ､ 有限会社と取締役会の 設置されな い 譲渡制限株式会

社が - 体化される場合 ､ 有限会社 に お ける少数社貞権の行使要件と当該譲

渡制 限株式会社 の 少数株主権の 行使要件に つ い て は ､ 調整が必要で ある ｡

試案 は原則 と して ､ 有限会社の 社員権行使要件を株式会社の 少数株主権と

同様 に した結果 ､ 定款 に別段の 定め がな い 場合 に は ､ 現行法より緩や かな

少数株主権の 行使を認め る こ と となる ｡ しか し現行有限会社 にお い て は ､

持分 の 売却が容易で はなく ､ 少数珠主権が監査役の 役割を代替する可 能性

かある こ とを考慮する と ､ 譲渡制限株式会社 に お い て も ､ 現行有限会社 よ

り緩や かな要件 で少数株主権 の 行使を認め る べ き で あろう ｡

そ の 結果 ､ (注 1 ) に関 して は反対で あり ､ ( 注2 ) お よ び ( 注3) に

つ い て は賛成 で ある ｡
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(5) 株主名簿等の 閲覧 ･ 謄写請求権

株主名簿の 閲覧 ･ 謄写請求権に つ い て は ､ 次に掲げる拒絶事由を

定め るもの とする ｡

① 株主の 権利の 確保又 は行使の ため の 請求で はな い とき ｡

(参 株主が書類の 閲覧 ･ 謄写によ っ て知り得た事実を利益を得て 他

人 に通報する た め に請求を したとき｡

③ 請求の 日 の 前2 年内にお い て その 会社又 は他の 会社 の 書類の 閲

覧 ･ 謄写に よ っ て 知り得た事実を利益を得て 他人 に通報 した者が

請求を したとき｡

( 注) 社債原簿､ 新株予約権原簿に つ い て も ､ 同様の 措置を講ずるも

の とする ｡

〔関連規定〕 商法263 条 ､ 2 93 条ノ 7

株主名簿に 閲し､ 現行法上株主およ び債権者 は い つ で もその 閲覧 ･ 謄写

を求め る こ とや
ゞで きる . しか し株主名簿に は個人情報等も含まれて い る こ

とか ら､ プライ バ シ
ー

保 護の 観点か ら ､ 閲覧 ･ 謄写が ｢ 不当な意図+ 等め

混用的なも の である場合は ､ それを拒絶で きる もの とする こと は妥当であ

る ｡ 試案は その 拒絶理由を法定化したも の で あり､ 立法目的お よび拒絶事

由 どちらも賛成 で ある ｡

11 基準日

(1) 基準日後の 株主 の議決権

議決権を行使する こ とが で きる株主を定める ため に基準日を設定

した場合で あ っ て も ､ 当該基準日後に生 じた株主 に つ き ､ 会社 の 判

断により議韓権を行使する こ とが で きる株主を定め る こ とを認め る

も の とする ｡



法政理論第38 巻第1 号 (2(氾5 年) 1 4 5

平成1 3 年法第12 8 号改正前商法は､ 基準日後に転換請求に より発行され

た株式 ､ 新株引受権付社債の 新株引受権の 行使 によ っ て 発行され た株式お

よ び新株引受権の 行使 によ ら て発行され た株式に つ い て は議決権を有しな

い 旨を規定 して い た が ( 旧商34 1 条ノ 6 第2 項､ 34 1 条ノ18 ､ 2 80 条ノ2 2 第

4 項) ､ 基準日後 に新株の 発行 が され た 場合や 転換株式の 転換権が行便さ

れ た場合に つ い て は規定がな い た め ､ そ れ ら によ っ て 株主 とな っ た者が議

決権を有する かに つ い て は見解が分か れ て い た ｡ 平成13 年改正商法 ( 法第

12 8 号) は ､ ｢ 基準 日の 制度は ､ 基準日 に株主名簿に記載さ･ れて い る株主

を議決権を行使できる株主と定める ため の制度である から ､ 基準日後 に新

株予約権を行使 して 株式を取得して も当該株 主捻会 にお い て 議決権を行使

で きな い こ と は ､ 基 準日の 制度に つ い て 規定 した 商法224 条 ノ 3 第 1 項の

規定自体から明らかで ある と いう理由で ､ 従前の 新株引受権付社債に当た

る新株予約権付社債及び新株発行の 際の 新株引受権 に つ き ､ 基準日後の 株

主 が議決権を有しな い 旨の 規定をおか な い+ こと と した
( 1 )

｡
･ こ の ような改

正 に対 して は ､ 学説か らの 指摘も あり( 2 )
, ま た ､ 実務 か らも ､ 当該基準日

後に生 じた株主であ っ ても議決権行使を可能にす べ きである との 要請が あ

り､ これらに か んが み上記の ような改正が提案され た
(3 )

｡

当研究会にお い て も ､ 基準 日後 に株主 にな っ た者に つ い て も株主名簿に

掲載さ れて い る以上 ､ 配当と は異なり , 議決権を奪う には法令上 の根拠が

見あたらず､ 会社が議決権を与える ことを決定する こと を否定する必要は

な い と の 意見が 出され た｡ た だし ､ どの よ うな者 に対 して どの ような基準

で議決権を与える の か に つ い て は ､ 株主平等原則的な問題もあり
(4 )

､ 会社

( 1 ) 原田晃司 ･ 郡谷大輔 ｢実務相談室 新株 の 発行等と基準日の 制度+ 商事法

務16 26 号4 4 頁 (2 0 02 年) ｡

( 2 ) 神田秀樹 ･

武井
一

浩編著 『新 しい 株式制度j 36 頁 (有斐閣､ 2 00 2 年) 0

( 3 ) 補足説明71 頁｡

( 4 ) 弥永実生 ･ 松井秀樹･･ 武田
一 浩編著r ゼ ミ ナ ー ル 会社法現代イヒ』9 2 頁(商

事法務､ 2 0 0 4 年) 0
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による細か い 配慮が必要であろう｡

(2) 新株主の 配当起算 日

い わゆる ｢ 日割配当+ と いう考え方を採用せ ず､ 基準日等に おけ

る株主がその 有する株式の 発行時期にかか わらず､ 同
⊥

に配当を受

ける もの と し､ 新株主 の 配当起算日 に関する規定は ､ 削除する もの

とする ｡

(注1 ) 株式分割等ゐ割当日に つ い ても ､
こ の 制度に 丁 本化する もの

とする ｡

■
( 注2 ) (1) の 措置の 配当等の 基準日 へ の 適用 に つ い て は ､ なお検討す

る ｡

〔関連規定〕 商法224 条ノ 3 ､ 2 80 条ノ 4 ､ 2 1 9条等､ 2 80 条ノ20 第2 項

.11 号等

実務上 ､ 営業年度途中 で新株発行が行わ れ た場合 ､ 既存株主との 平等を

はかる ため に , 新株に つ い て は日割で配当さ
.
れる こ とかあ る ｡ こ れが ｢ 日

割配当+ と呼ばれ て い る ｡ ｢ 日割酉己当+ は ､ ｢ 投下資本の稼働期間に比例

して 配当が生ずる べ きだとの 考え に基 づ く取扱 い で あり ､ 新株主 の 配当起

算日 に 関する商法280 条ノ2 0 第2 項11 号の 規定は ､ そ
.
の ような解釈の 根拠

と され て い る+
(5 )

｡ しか し ､ そもそも ｢ 日割配当+ 自体に理論的根拠が 乏

しく ､ ま た ､ 株主の 得る利益 は市場 によ っ て 調整 され ､ 新株引受価額 に織

り込まれる はずである ｡ したが っ て ､ 新株主の 配当起算日 に関する規定は

削除する との 提案に賛成 する
( 6 )

0

( 5 ) 補足説明72 頁｡

( 6 ) 江頭憲治郎 『株式会社 ･ 有限会社法 〔第4 版〕』5 5 7 頁注 ( 2 ) (有斐閣 ､

20 0 5 年) 参照 ｡
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1 2 新株発行及び増資の 手続

(1) 譲渡制限株式会社の 新株発行手続

Q) 第三者 に対する発行手続

1 4 7

株式の発行価額の 下限をも定め る こ と と し､ 有利発行手続( 商2 80

条ノ 2 第2 項等) とその 手続とを 一

体化するもの とする ｡

( 荏) 自己株式の処分 ､ 新株予約権等に つ い て も ､ 同様の 措置を講ず

る もの とする ｡

(丑 株主割当て

株主割当て の 場合にお い て ､

一

株に満たな い 部分及び申込期日

ま で に申込が さ れなか っ た部分 に つ い て の 再募集は認 め な い もの

とする ｡

〔関連規定〕 商法280 条ノ 5 ノ 2 ､ 28 0 条の 3 ノ 3

(D に つ い て

提案 に賛成 で あり ､ 特に議論はなか っ た ｡

②に つ い て

補足 説明に よる と ､ ｢ 現行法で は ､ 抹主割当て の場合 にお い て ､ 1 株 に

満 たな い 部分及 び申込期日ま で に 引受権者か ら申込 がさ れ なか
■

っ た部分 に

つ い て は ､ 公示 ･ 通知 の 手続を経ず に新株発行 をする こ と が で きる旨規定

され て い る ( 商法2 80 条ノー3 ノ 3 第2 項)+ ｡ ｢ しか し､
こ の 規定に よ る当

該部
.
分 の 再募集を行う こ と により ､ 抹主 に 平等に割り当て る べ きで ある と

する規制を潜脱 し､ 有利発行決議を経 る こ となく安価な発行価額を設定す

る等の 実務慣行 がある こ と が指摘され て い る+ ｡ さら に ｢ 試案で は ､
こ の

ような問題点の 指摘を踏まえる と とも に ､ 当該部分 が必ず しも僅少で ある

と は限らず､ 株主 に影響を与える可能性もある こ とから ､ 公告 ･ 通知の 手

続を経を い こ の ようを再募集を認 めな い こと とするも の で ある+
( 7)

､ と説



1 4 8 ｢ 会社法の現代化 に 関する要綱試案+ の検討 ( 2) (吉田 ･ 山田 ･ 岡田)

明されて い る ｡

提案の ような
.
扱 い は ､ 実務上問題 を生 じうる よう にも思 われるが ､ 失権

株の 再募集に つ い て ､ あらか じめ 通常の 新株発行と同様の 所要の手続をと

る こと で 実務上 は対応 でき るもの と思 われる
( 8 )

｡

(2) ■l

有限会社の増資手続

･(丑 第三 者割当て

有限会社 に つ い て も(1)①と同様 の 措置を誇ずる と とも に ､ 具体

的な出資の 口数, 払込金額等の 決定に つ い 七は ､ 社貞線会の 特別

決議により ､ その 決議後 1 年内 に払込をするも の に限り､ 取締役

に委任する ことを認めるもの とする ｡

(参 社員割当て

社貞割当て に つ き , 定款に定め がある ときは ､ 社貞総会の 決議

を経ずに ､ 取締役会が増資に関する事項を決定する こ とを認め る

もの とする ｡

〔関連規定〕 有限会社法49 条､ 5 1 条

(王X参とも に ､ 有限会社の 増資手続を譲渡制限会社と同様のも の にする た

め の 提案であり
(9 )

､ 特に議論はなか っ た ｡

(3) 株式申込証の用耗

株式会社における株式申込証の用親の 交付と い う制度に つ い て は ､

p 廃止するも の と し ､ 株式の 引受人 に対する会社及 び発行条項 に関す

る情報の 開示 に つ い て ､ 次の よ
‾
ぅな措置を講ずるも の とする ｡

( 7 ) 補足説明73 頁 ｡

( 8 ) 弥永 ･

■
松井 ･ 武田 ･ 前掲注 ( 4 ) 96 頁｡

( 9 ) 補足説明73 - 74 頁参照｡
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(∋ 株主割当て の 場合 には ､ 引受権を有する株式の 内容等に関 して

株主 に通知をする制度を維持するもの とする ｡

② 会社 が割当者を定め , 当該割当者が発行 しようとする株式の 総…
数を引き受ける 場合 には ､ 法律上 特別の 開示制度を設 けな い もの

とする ｡

③ 会社が割当者を定めずに引受人を募集する場合であ っ て ､ 証券

取引法の 規定 により目論見書等が交付されな い ときには ､ 株式を

引き受けようとする者 に対し､ 現行の 株式申込証の 用耗 に記載す

べ き事項を通知する もの とする ｡

( 注1 ) 株式の 引受を書面 により行う制度は維持するもの とする ｡

( 注 2 ) 新株予約権 ､ 社債 , 新株予約植付社債等 にも同様の 措置を講

ずるも の とする ｡

〔関連規定〕 商法175 条 , 280 条ノ 6

新株発行の 手続の 合理化 ･ 簡略化 を図る もの で あり , 提案に賛成 で ある ｡

(4)新株発行の 際の 公告 ･ 通知

新株発行 に際 して ､ 証券取引法に 基づ く届出書等にお い て 商法の

規定に より公告等をす べ き事項 が払込期 日 の 2 週間前ま で に開示さ

れ て い る場合に は ､ 商法の 規定 に よる公告等を不要とする もの とす

る ｡

( 注) 電子公告制度導入後の 本措置の 必要性 に つ い て は ､ なお検討す

る ｡

〔関連規定〕 商法28 0 条ノ 3 ノ 2

補足説明 によれ ば提案理由は以下 の よう に 説明され て い る ｡ ｢ 現行法で

は ､ 新株発行の 際 に は ､

一

定の 事項 に つ き公告 ･ 通知を行う こ とと され て

い る ( 商法二 八 ○ 条 ノ三 ノ ニ) ｡ こ れ は ､ 新株発行 に つ い て の 情報を事前
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に株主 に知らせ る こ と により､ それ が法令 ･ 定款 に違反する場合又は不公

正な方法によろもの で ある場合 には ､ 損害を受けるお それ がある株主 が発

行差止め等の措置を講ずる こ とが で きる よう にする た め で ある ｡ その た め

の 期間は二 週間とされて い る ことから ､ 株主が払込期日の 二 週間前まで に

こ れらの 情報を受領する こ と ができれ ば､ 会社法 (仮称) による公告 ･ 通

知を重 ねて行う必要はな い も の と考えられる ｡

試案で は
､ 証券取引法に基 づ く届 出書等に お い て 商法の 規定により公告

等をす べ き事項が払込期日 二 週 間前ま で に開示 されて い る場合には+ 一商法

e) 規定 による公告等を不 要とする もの と して い る+
(10)

｡

証券取引法 に基 づ く届出書等の 公告機能が ､ . 商法に基 づ く公告の機能と

同等で あれ ば 問題な い と思 わ れる ｡ L しか し ､ 前者が後者よりも低 い の で あ

れ ば､ 併存する の もや むを得ず､ また ､ 電子公告制度が導入され れば､ 会

社 の 負担もそれほ ど思 い とも思われな い の で 両公告が併存して も実務的に

もそれ ほ ど問題 と はならな い の で はな い か
(l l)

｡

1 3 新株発行無効の 訴え等

(,1) 提訴期間

譲渡制 限株式会社における新株発行無効の 訴え及 び有限会社 にお

ける資本増加無効の 訴えの 提訴期間を1 年に延長する もの とする ｡

( 荏) 合併その他の 無効の 訴えの提訴期間の取扱 叫 こ つ い て は
､ なお

‾
検討する ｡

〔関連規定〕 商法280 条 ノ15 ､ 有限会社法56 条

補足 説明に よれ ば提案理由は以下の よう に説明されて い る ｡ ｢ 現行法で

(10) 補足説明7 5 頁 ｡

( l l) 弥永 ･ 松･井 ･ 武田 ･

前掲注 ( 4
■
) 9 6 - 9 7 頁｡
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は ､ 株式会社 における新株発行無効の 訴え及び有限会社における資本増加

無効の 訴えの 提訴期間
.
は六か月 とされて い る ( 商法二 八 ○ 条ノ ー 五 第

一 項､

有限会社五六条
一

項) ｡

しか し､ 譲渡制限株式会社の 新株発行 における 第三者発行決議と有利発

行決議とを ⊥
体化させ る こ と と した場合 (或案第四部 ･ 第三 ･ 12 (1) ①参

照) には ､ 譲渡制 限株式会社 にお ける新株発行にお い て は ､ 株主割当ての

場合及 び第三 者割当て の 場合 とも ､ 具体的な発行事項の 公告 ･ 通知は省略

さ れる こ と となる た め ( 商法二 八 ○ 条ノ 三 ノ 三 第
一

項参照) ､ 新株発行の

実態が株主 に と っ て 必ずしも自明 と はならな い
｡ そ して ､ 株主が新株発行

があ っ た こ と を知 る機会 は ､ 事実上 ､ 他 の 株主 の 状況を知り得る株主総会

開催時に限定され る た め ､ 新株発行後､ 提訴期間で ある 六か月 の 間 に株主

総会が開かれな い 場合に は ､ 株主 がその 新株発行の 事実を知らな い まま提

訴期間を徒過 して しまう と い う事態が生 じ得ると い う問題点も指摘され て

い る ｡
こ れらの 点は ､ 有限会社の 増資無効の 訴え に つ い て も同様に考えら

れる+
(12)

｡

提案の 内容に賛成 で ある ｡ た だ し ､ ( 荏) に ある よう に ､ 合併その 他め

無効の 訴え に つ い て は ､ 事情 が異なる の で ､ 譲渡制限株式会社の 新株発行

無効の 訴え と同様に扱う必要 はな い よう に思 われ る
(13)

｡

(2) 提訴可 能期間中の 口頭弁論の 開始

新株発行無効 の 訴え等に つ き ､ 提訴可能期間中は 口頭弁論を開始

する こ とが で きな い ことと して い る規制 は , 廃止する もの とする ｡

( 注) 商法等に規定o) ある各種の 訴え に つ い て も ､ 同様 とする ｡

〔関連規定〕 商法28 0 条ノ16 ､ 10 5 粂 2 項

(1 2) 補足説明7 5 - 76 頁 ｡

(13) 弥永 ･ 松井 ･ 武田 ･ 前掲注 ( 4 ) 9 8 頁 ｡
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提案 に賛成で ある ｡

14 株主 に対する通知又 は公告 の在り方

譲渡制限株式会社 にお い て ､ 株主に通知すべ き事項に つ き当該事項

を公告すればたりるもの とする制度の 見直しの要否に つ い て は ､ なお

検討する
｡

この 提案に つ い て は ､ ｢ 譲渡制 限会社にお い て は ､ 株主数も少な い の が

一 般的なの

◆

で ､ 株主 に対する通知を要求しでも公告に比 べ て費用的に増大

する訳 で はな い し､ 通知の 方が株主保護にと っ て プラ ス になる と いう指摘

が従来か らなされ て き て+ い る とされ て い る
(14)

｡ 他方 ､ や はり手間や 費用

の 点か らの 見直し に対する批判も考えられ る ｡

第4 機関関係

(前注) 現行の 有限会社 の 機関に関する規律 に相当する規律の 適用 を

選択する譲渡制限株式会社 (取締役会が設置さ叫な い 譲渡制限株

式会社) に つ い て は ､ 基本的 に ､ 有限会社と 同様の 取扱 い をする

もの とする ｡

株主鎗会 ･ 社員鎗会

(･1) 株主提案権の行使期限

現行の 株主提案権の 行使期限で ある ｢ 総会の 会日 の 8 週間前+ に

(1 4) 弥永 ･ 松井 ･ 武田 ･ 前掲注 ( 4 ) 9 8 頁｡
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つ い て ､ 定款をも っ て 短縮する こ と が で きるもの とする ｡

( 注) 少数株主 による 総会招集の 在り方に つ い て は ､ な お検討する ｡

〔関連規定〕 商法23 2 条ノ 2 ､ 23 7 条3 項後段

株主提案権の 行使期限に つ い て は ､ 従来は総会会
.
日の 6 週 間前とされ て

い た が ､ 平成14 年改正 により8 週 間前と変更され た｡ 試案は ､ この 期間を

定款によ っ て 短縮する こ と を認め るも の で ある ｡ 補足説明 にある よう に ､

定款に よる株主提案権の行使期限 の短縮 は , 株主 の権利行使の 機会を増大

させ るもの で , 望ま しい もの で あろう｡

なお ､ 商法2 37 条3 項後段 は株主が株主捻 会の 招集を請求した場 合に ､

請求日 か ら8 週 間以内の 日を会日とする招集通知が遅滞なく発せ られな い

とき は ､ ･裁判所の 許可を得て株主が珠主総会を招集で きる もの と されて い

る ｡
こ の 期間に つ い て も ､ 平成14 年改正で 6 週 間か ら延長 したも の で奉る ｡

試案は ､ こち ら に つ い て は ｢ なお 検討する+ と して い るが ､ 株主提案権同

様 に扱う こ とで 問題 はな い と思 われる ｡

(2)L 招集地

商法2 33 条を削除する もの とする ｡

( 注)
■

定款に招集地の 定め を置く こと は妨げられ か ､ もの とする ｡

〔関連規定〕 商法233 条

現行の 商法233 条は ､ 株主捻会は ､ 定款 の 別段 の 定め が ある場合を除き ､

本店の 所在地また はそれ に隣接する地 に招集する ことを要するもの と され

て い る ｡ 試案は ､ 商法2 33 条を削除する こ とを提案して い る ｡

商法2 33 条が削除 され た場合､ 定款 の 定め が な けれ ば､ 株主総会の招集

地 は取締役会が自由 に決定できる こ と となる ｡ た だ し､ 招集地があまり に

不当な場合で あれ ば､ 招集手続が著しく不公正 で あると して ､ 当該株主総

会 の 決議 に つ き取消の 訴えがなさ れる (商247 粂l 項 1 号) こともあり え
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よう｡ た とえば､ 公開会社にお い て外国を招集地とする な どと い っ た場合

には ､ 総会決議取消事由となる の で はな い か と考え られ る ｡

(3) 総会検査役

(丑 会社か らの 選任請求

会社も給会検査役の 選任を請求する
■
こ とが で きる もの七する ｡

② 有限会社 における 総会検査役制度

有限会社 に つ い て も ､ 総会検査役制度を設 ける もの とする ｡

③ 裁判所 によ る給会招集命令

総会検査役の 調査結果 の 報告を受けた裁判所 によ る総会招集命

一令 (商法23 7 条ノ 2 第3 項) の 制度 に加え ､ 当該裁判所 は ､ 必要

がある と認め る とき は ､ 会社に対 し ､ その内容を総株主 に村して

通知する よう命ずる こ とが で きる もの とする ｡

( 注) 業務財産調査検査役 に関 して も ､ 同様の 取 掛子をする方向で疲

討する ｡

〔関連規定〕 商法23 7 条ノ 2 ､ 2 94 条3
.
項､ 有限会社法4 5 粂､ 非訟事件

手続法130 条

① 会社 か らの検査役選任請求に つ い て

現行法にお い て は ､ 給株主 の 議決権の1 00 分 の 1 以上を有する 株主 は ､

株主総会招集の 手続お よ び決議の 方法を調査 させ る ため ､ 株主給会に先立

ち検査役の 選任を裁判所に請求する こと が で きる と されて い る (商2 3 7 条

ノ 2 第1 項) ｡ また ､ 稔株主 の議決権の10 0 分の 3 以上を有する株主は ､ 会

社の 業務の 執行に閲 し不正 の 行為また は法令定款 に違反する重大な事実が

ある こ とを疑う べ き事由があるときも､ 検査役の 選任を裁判所に請求する

こ とが で き る (商2 94 条1 項) ｡
こ れ に対 し､ 試案は ､

■
か かる検査役に つ き ､

会社 か らも選任を請求する こ とが できる もめとする ｡

補足説明 によ れ ば ､ 総会手続 の 公正 ら しさ を客観的にも担廃する ため に
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総会検査役 の 関与を求め る こと は意味の ある ことであり､ それ ゆえ会社 に

も選任請求権を
.
認め たもの で ある ､ とさ れる ｡ 業務財産調査の ため の 検査

役に関 して も ､ 同様の こ と が言え よう ｡

も っ とも ､ 現在の 検査役選任申請の 実務 にお い て は ､ 申請者が検査役候

補となる弁護士か ら内諾を得て ､ その 候補者を裁判所が検査役と して 選任

する こ とが多い と い う｡ 会社の 選任請求権を認め る場合､
こ の ような方法

で 選任され た検査役が総会手続や業務等の 公正性を客観的 に担保で きる か

と い う疑問 がな い で はなく ､ 何 らか の 方策が必要となろう ｡

また ､

一会社か らも少数株主からも検査役の 選任請求がな され た場合､ 裁

判所は どの よう に検査役を選任する か が問題とな ろう ｡ 裁判所が職権で調

査 し ( 非訟事件手続法11 条) 中立 的な検査役を選任する の か ､ そ れ とも双

方の 申立 て に従 ? て複数の 検査役を選任する の か ､ 改正法下 の 実務が どの

よう に.なる かも考える べ きで あろう
(15)

0

② 有限会社にお ける検査役制度に つ い て

有限会社 と株式会社の 規制の
一

本化 の ため には ､ 有限会社にも総会検査

役制度を導入す る ことが当然で あろう ｡

③ 裁判所 によ る総会招集命令に つ い て

現行法 にお い て は ､ 検査役は調査を行 っ た後､ 裁判所に結果 を報告しな

けれ ばならず
■
( 商23 7 条ノ 2 第2 項) ､ 裁判所は必要が ある と認 め た場合に

(1 5) 現行法に お い ても複数の 株主が それ ぞれ検査役の 選任を請求する こ とが考

えられ る が ､
こ の よう な場合は ､ 裁判所は審理を併合 して自らの判断に従 い

適宜 1 人または複数の 検査役を選任すれ ばよ い ､ と され る ｡ 上柳克郎 ･

鴻常

夫 ･ 竹内昭夫編 r 新版注釈会社法 ( 5 )』 1 24 頁 [森本滋] (有斐閣 ､ 198 6 年) 0

会社 と株主が それ ぞ れ検査役の 選任を請求 した場合も､ 同様に考えられる よ

うにも思 われる ｡

なお ､ 業務財産調査の ための検査役の 選任 に関して は ､ 裁判所 は取締役お

よ び監査役の 陳述聴取を しなくて はならな い (非訟事件訴訟法1 29 条ノ 2 ) 0

こ の た め ､ 申請者の 意見と取締役 ･ 監査役の 意見とを踏まえて 選任をす る こ

と に なろうと考えられ る ｡



1 5 6 ｢ 会社法の現代化に関する要綱試案+ の検討 (2) (吉田
･ 山田 ･ 岡田)

は ､ 職権により取締役 に株主総会を招集する こ と を命じる こ と がで き る(商

23 7 条ノ 2 第3 項) ｡ そ して ､ この 株主総会に ､ 検査役の 調査結果 に関する

報告書が提出さ れる ｡

も っ とも ､ 株主稔会を通 じて の 調査結果の 開示 は ､ 特に公 開会社にお い

て は ､ 総会招集に多大な コ ス トが かかる ことか ら利用 しにくく ､ 他の 開示

方法も認める べ きである とされると指摘され て い た
(16)

｡ 補足説明によ ると ､

こう した事情を考慮して ､ 試案は裁判所が検査役の 調査結果 の 内容の 通知

を会社に命ずる こ とも認める こ とと したの で ある ｡

もっ とも, こう した命令に違 反 した場合の 制裁と して は ､ 現行法上 は取

締役等 が10 0 万円以下 の 過料 に処 せ られ る にす ぎなし? ( 招集命令 に つ き商

4 98 条1 項1 7 号) ｡ 招集や 通知の コ ス トが大き い 場合 ､ 場合 によ っ て は ､ 敢

えて 命令違反を犯すこキも考えられる の であり ､ 他の制裁手段も検討すべ

きで あろう ｡

(4) 書面投票 ･ 電子投票
■

① 書面投票制摩と電子投票制度

書面投票制度が義務付けられ る 会社が電子投票制度を採用 した

場合にお い て は ､ 招集通知を電磁 的方法により受領する こ とを承

諾 した株主 に対して は､ 議決権行使書面 の 交付を要しな い もぁと

すろ｡

(注) 株主から請求があるとき は議決権行使書面の 交付を要す るもの

とする か どうか等 ､ 両制度間の 調整に つ い て は ､ なお検討する ｡

(1 6) たとえ ば､ 江頭憲治郎 『結合企業法の 立法と解釈』1 53 頁 (有斐閣､ 19 9 5

年) は
J

､ 業務財産調査の 検査役に 関して ､ 現行の 開示手続に つ き①株主総会

の招集は時間 ･ 費用の ム ダで ある与と､ ②裁判所の判断次第で は ､ 調査結果

は株主に開示されな い ままに 終わる こ と ､ の 二点に つ き問題が ある と し､ 裁

判所 に検査役か ら報告がさ れたあと裁判所が 開示を禁じた部分 を除い て 会社

の 本支店にお い て株主 ･ 債権者に開示する
_
ことが適当で ある , と して い る ｡
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〔関連規定〕 商法特例法21 条の 3 ､ 商法2 3 9 条ノ 2 ､ 23 9 条ノ 3

(参 書面投票制度の 義務付けの 範囲

大会社以外の 株式会社で あ っ て も､ 議決権を有する 株主数が

1 , 00 0 人以上 の も の に つ い て は ､ 書面投票制度を義務付ける もの

とする ｡

① 書面投票制度と電子投票制度に つ い て

現行法に お い て は ､ 議決権を有する株主数1
,
0 00 人以上 の 商法特例法上

の 大会社に は書面投票制度 の 採用 が義務付 けられ て お り (商特2 1 条 の 2 ) ､

株主総 会の 議決権行使 に つ-き電子投票制度 ( 商23 9 条ノ 3 ) を採用 した 会

社で あ っ て も ､ 議決権行使書面の 交付義務を免れる こ とはな い
(17)

0

しか し､ 電子投票を行う株主 にも議決権行使書面等を交付 しなけれ ばな

らな い とすれば ､ 電子投票制度の 導入に より コ ス ト削減を図る こ とが で き

なくなる し､ また書面投票と電子投票と に よる議決権の 重複行使の 問題も

生 じや すくなる ｡ 補足説明 によ る と ,
こう した こ とを考慮 して 試案は議決

権行使書面 の 交付義盛を 一

定の 場合に免 除す る こ とを提案して い る ｡

なお ､ ( 注) で は株主か ら請求がある とき は議 決権行使書面 の 交付を要

するもの とするか どうか等､ 両制度間の 調整に つ い て は ､ なお検討する ､

と され て い る ｡ 補足説明にもある とおり ､ 議決権行使 に つ い て は書面 に よ

る こ とを希望する株主が存する こ とも考え られ る
(18)

｡ また, 実務上 ､ 株主

(1 7) ただし ､ 実務上 は ､ 電子投票を行う際 に ､ 株主に対 し次回の議決権行使書

面交付を省略する か否かを確認 して お り､ 省略に 同意した株主 に は議決権行

使書面の交付を行わなy ､ (書面投票の横会を保障する ため , 省略に 同意 した

株主で あ っ て も､ 後に議決権行使書面の 送付を請求した場合に は, それ に応

じて 送付す る) ､ と いう取扱い が行 われ て い る ｡ 中西敏和 ｢株主総 会の I T

化 と実務の 対応+ 商事法務16 2 5 号3 1 頁 (2 00 2 年) 0

(1 8) 議決権行使書面 には議案ごとに賛否を記載する欄を設ける こ とが要求され

て い る が ､ 棄権欄の 設置は会社の 任意に委ねられて おり (商則24 条 1 項) ､
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総会に際して ､ 会社は議決権行使書面 を持参 した者を株主 と して 取り扱う｡

それ ゆ え､ 招集通知を電磁的方法により受領する こ と を承諾したが ､ 招集

通知を見て株主総会に出席 しようと思 い 立 っ
.
た株主にと っ て も ､ 議決権行

使書面 の 交付を要求する メ リ ッ トはある ｡
こ れらの こ とを考え るなら ､

■
議

決権行使書面 の交付請求権を規定する土 と は必 要となろう ｡

② 書面投票制度の義務付けの範囲に つ い て

大会社以外め会社 で あ っ て も株主琴の 多い 会社 に つ い て は ､ 株主が分散

して お り株主総 会に出席 して 議決権を行使する ことが 困難 である こと は大

会社 と変わる と こ ろ はな い
｡ 書面投票制度を義務付ける べ き で あろう ｡

(5) 議決権の 不統
一

行使 ･ 代理人の 数

有限会社に つ い て も ､ 議決権の不統
一

行使及び代理人 の 数の制限

を認め るも の とする ｡

(荏). 3 日前ま で の 議決権不統
一

行使の 通知義務に係る規定 ( 商法2 3

9 条ノ 4 第1 項) を廃止する か どうか に つ い て は ､ なお検討する

仮 に､ こ れを維持する場合にお い て も ､ 有限会社及 び取締役会が

設置され な い 譲渡制限株式会社に つ い て は ､ 〔特別 に招集通知へ

の 議案の 要領の 記載等をす べ き こと が要求され て い る 場合を除

き､〕 事前通知 は不要 とする もの とする ｡

〔関連規定〕 商法239 条5 項 ､ 2 39 条ノ 4

現行法にお い て は ､ 株式会社 にお い て は ､ 議決権の不統
一

行使の 制度( 商

実務上も棄権欄は設けられて い ない
｡

これ は電子投票 に お い ても同様の よう

で ある ｡ しか し､ 実際 には議決権行使書面 に 丁棄権+ と記載して 棄権の 意思

表示をなすことがあり､ 会社も これを棄権と して 取り扱 っ て い るようで ある

(大阪地判平成13 年2 月28 日金法1 11 4 号2 1 貫参照) ｡ 電子投票の シ不テ ム は

こ の よう な表示をする こ とに対応 して い な い と思わ れる ため ､ こ の ような場

合書面投票を希望する こ とが考えられる ｡
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23 9 条ノ 4 ) が あり､ ま た代理人 の 数を制酸する こ と が許されて い る ( 商

239 条5 項) ｡ ･ しかし､ 有限会社には こ の ような規定が か ､ ため ､ 試案は有

限会社 - の 不統
一

行使お よ び代 理権の 数の 制 限の規定の 導入を提案 して い

る ｡

こ れ らに つ い て は現行の 有限会社 にお い ても ､ 定款の 規定により
.
導入で

きる の で はな い かとも考えられる ｡ 有限会社 におい て規定を置く の は ､ 有

限会社と株式会社の 規律の
一

体化の 考慮がある の で あろう ｡

(6) 書面決議

有限会社法4 2 粂 の 類型 の 書面決議 は ､ 廃止する も の とす る ｡

〔関連規定〕 有限会社法42 条､ 4 1 条､ 商法2 53 条-

現行法にお い て は ､ 有限会社の革貞総会の 書面決議に は ､ ①総社貞が書

面 ( また は電磁的記森) をも っ て議案に同意する方式(有4 1 条､ 商253 条)

と②社員総会の 決議事項に つ き総社貞が会議を省略 して 書面 ( ま た は電磁

的方法) により決議をする こ とを原語する方式 (有42 条) とが ある ｡ 株式

会社の 書面決議にお い て は ､ ①の 方式の み認め られ て お り ､ ②
■
の 方式は認

め られて い な い
｡

補足説明 による と ､ (参の 方式が利用され る こ とは稀である た め有限会社

にかかる 方式を残 して おく必要性は乏 しく , 試案は こ の 方式の 書面決議を

廃止する こ とを提案した ｡ 有限会社と株式譲渡制限 の ある株式会社との 制

度の
一

本化の た め に は ､ ②を有限会社にお い て 廃止する か ､ ②を株式譲渡

制限の ある株式会社に導入するか の どちら か の 必要がある ｡ しか し ､ 後者

の よう に② の 方式を認め る メ リ ッ トがある の は ､ ｢ 議案に は同意しな い が ､

書面投票によ る こ と に は同意する+ と い う株主 が い る場合に限られ1 実際

には その ような株主 が い る
■
こと は考えがた い

｡ もちろ ん こ の ような規定を

残 して お い 七も害となる と は思 われ な い が ､ 試案の よう に廃止する こ と と

して も差し支えな い で あろう ｡
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(7) 特別決議の 決議要件

a 案 有限会社の 特別決議の 決議要件 に つ い ても ､ 原則と して ､ 現

行の 株式会社の 特別決議の 決議要件と 同様と し､ 定款の 定め によ

っ て , その 決議要件を引き上 げる ことを認め るもの とする ｡

(注) 人数要件､ 総数要件等 に つ い て ､ 定款 で 定める こ とも妨げな い

も の とす る ｡

b 案 株式会社 の 特別決議の 決議要件に つ い て ､ 虎則 と して ､ ｢ 総

株主の 半数以上 ､ か つ
, 給株主の 議決権の 4 分 の 3 以上+ と し､

その 決議要件を現行の 株式会社 の 特別決議 の 決議要件の 下限 にま

で引き下 げる こ とを認 め るもの とする ｡

( 注) い ずれ の 場合にも ､ 既存の 会社に つ い て は ､ 所要の 経過措置を

設けるもの とする ｡

〔関連規定〕 商法343 条､ 有限会社法4 8 条

現行の 株式会社 の 特別 決議の 要件は ｢ 出席株主 の 議決権
L
e) 3 分の 2 以

上+ (定足数に つ き法律上制限あり) であり ( 商343 条) ､ 現行の 有限会社

の 特別決議の 要件は ｢ 絵社員の 過半数か つ 総社貞 の 議決権の 4 分 の 3 以

上+ で ある (有4 8 条1 項) ｡ 有限会社と株式譲渡制限の ある株式会社と の

制度の
一

本化の ため に は , 特別決議の 要件に つ い て も調整を要するが ､ 試

案は上記の とおり a 案とb 案の 2 つ の 案を提示 して い る ｡

現行制度にお い て は , 有限会社の 特別決議の 方が成立 要件が厳格で ある ｡

こ の ため ､ b 案をとるとすると
､ 現在株式会社で ある会社にお い て は特別

決議を行う こ とがより困難になる こ と とな ろう ｡ b 案にお い て は ､ 株式会

社型の 会社にお い て は定款自治で特別決議要件を引き下げる こ とを認め て

い る が ､ こ の よう に会社 の 定款自治を認め る の で あれ ば ､ a 案の 羊う にす

べ て の 会社 に つ い て 最低限となる特別決議要件を決め て おき ､ 後は各会社
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の 定款自治に委ねる こ ととする ほうが簡便で ある し､ また現在株式会社で

ある会社にお い て も不都合を生 じな い で あろう ｡

なお ､ 現在有限会社である 会社 に お い て は ､ 厳格な特別決議要件を維持

する こと にメ リ ッ トの ある会社 もある と思 わ れる た め ､ a 案をとる と して

も即座 に移行する こと は妥当 で な い と思われる ｡ (注) に い う ｢所要の 経

過措置+ と して ､ ①現在有限会社 である 会社 に
.
お い て は ､ 定款 にお い て 現

行の 有限会社の 特別決議要件が定め ら れて い るもの と みなすか ､ (妥当分の

間従来の 規定が適用 され る とする こ と が考えられ よう ｡

取締役 の 資格

(1) 資格制限

株式会社の 取締役の 資格に つ い て 定款をも っ ても株主 に限る こと

は で きな い もの とする規定は ､ 譲渡制限株式会社に つ い て は ､ 取締

役会の 設置の 有無 にか か わ らず､ 適用 しな い も の とする方向で検討

する ｡

〔関連規定〕 商法254 条2 項

現行法にお い て は ､ 株式会社 の 取締役 に つ い て は ､ 定款 によ っ て も株主

に限る こ と は できな い (商2 54 条2 項) ｡
こ れ は ､ 公開会社を念頭に置き ､

取締役 には広く適材を求める こ とが株式会社制度の 錘念と認識 された結果

で ある と説明さ れる ｡ また ､ 株主 に 限る 旨の 規定を置く こ と で ､ 大株主が

取締役を独占する こ とを防止する と い う意味 もある と い われ る(19)
｡

(19) 上柳克郎 ･ 鴻常夫 ･ 竹内昭夫竃 r新版注釈会社法( 6 ) 』15 頁 [今井潔] (有

斐閣､ 19 87 年) ｡ た だし ､ 本規定に つ い て は
､ 広く適材を得る と い う こ と は

会社が自治的に取締役を株主に 限定する こ とを禁止すべ き理由とはならな い

し､ また ､ 大株主の独占を防止する と い う理由であるなら資格持株数を定め

る こ とを禁止すれば足りるの である として ､ 昭和25 年改正に よる導入時から

批判があ っ た｡
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も っ とも ､ 現在 にお い て は こう した規定の 意義を疑問視する 見解もあり､

試案は 譲渡制限株式会社に つ き商法2 54 条2 項を適用 しな い も の とする こ

とを提案して い る ｡

補足 説明 にお い て
■
は ､ 商法254 条2 項が定款 に

■
よ る取締役の資格制限 に

係る各種の 定め の 有効性を判断する際の解釈基準と して有用で ある と いう

指摘に鑑み て ､ 譲渡制 限株式会社 に
.
限 っ て こ の 規定の 適用を排除するも の

と した 旨述 べ られ て い る ｡ しか し ､ 取締役 が株主 で あ る こ と の 安東は ､ 閉

鎖会社の み･ならず公開会社 で も存在する ｡ 取締役が株主 で ある こ と で ､ 株

主 の利益となる 経営判断を行うイ ン セ ン テ ィ ブ が高め られる の で ある か ら ､

む しろ公 開会社 にお い て は取締役を株主 に限る こ とは好ま しい とさえ言え

る ｡ 商法254 条2 項を削除する ほうが妥当 で はな い か とも考え られ る ｡

(2) ■ 欠格事由

①
,
r 破産の 宣告を受け復権して い な い 者+ を欠格事由か ら外すち

の とする ｡

② 商法2 5 4 条ノ 2 第3 号 の 罪 に､ 証券取引法や各種倒 産法制等 に

定める 罪を加える もの とする ｡

(注)
.

証券取引法や各種倒産法制中の い か なる罪を加える か ､ 他 にも

加える ベ き罪がある か等に つ い て は ､ なお検討する ｡

〔関連規定〕 商法25 4 条ノ 2

① 復権前の破産者に つ い て

現行法にお い て は ､ 破産 の 宣告を受け復権 して い な い 者は取締役となる

こ とが で きな い ( 商2 54 条ノ 2 第2 号) 0

も っ とも､ 個人破産の 少なくな い 近時の 経済情勢の 下 で は ､
こ の 規定は

経営者の 敗者復活の 妨げとなる お それ がある ｡ とりわ け ､ 中小企業に お い

て は会社の 債務 に つ き取締役が保証を行うと い う実務が広く行われ て おり ､

会社 の 倒産が取締役 の破産に結び つ く こ とも多 い
｡ こ の ため ､ 破産宣告後
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復権ま で の 間､ 会社の 取締役となる べ きもの が い なくなる と いう不都合も

考えられる ｡ 破産宣告から復権まで の 期間は ､ 同時廃止 で あれば数ヶ月 ､

管財事件で あれ ばそれ以上 か かる と い われ ､
こ れ だけの 期間倒産した企業

に破産した取締役が 関われな い となれ ば､ 破産取締役の 社会復帰の みな ら

ず倒産企業の 処 理 にも都合が悪 い と考えられ る ｡ 一試案の 提案する よう に､

復権申の 破産者の 取締役資格を否定する 商法254 条ノ
.
2 第2 号 の国定は廃

止する べ き で あろう｡

② 証券取引法 ･ 各種倒産法制に定め る罪を犯 した者に つ い て

現行法にお い て は ､ 商法､ 商法特例法 ､ 有限会社法およ び中間法人法に

定める 罪 により刑 に処せ られ た者 に つ い て は
､

一 定期 間取締役と なる こ と

が で きな い ( 商2 54 条ノ 2 第3 号) ｡ 試案は こ れ に証券取引法や各種倒産法

制 に定め る罪 を犯 した者を加えるもの で あり ,
こ れ らの 法が 会社法秩序と

密接な 関係が ある こ と に鑑み れ ば安当で あろう ｡

も っ とも ､ ( 注) にある よう に い かなる罪 を加える か は問題 となろう ｡

補足説明にある よう に ､ これ ら の 法律に定め る罪 の 中 には ､ 会筆法秩序と

の 関連性が希薄なもの もある ため である ｡

一

部を除外する もの とする なら

ば､ 加える 罪を どの ような形式で規定する かも問題 となる ｡ 対象となる条

文を列挙する 方式や ､ 対象となる 条文の指定を省令に委任する方式が考え

られ よう｡

取締役 の任期

譲渡制限株式会社 (委員会等設置会社 及び取締役会が 設置 され な

い もの を除く ｡) の 取締役 の 法定の 任期 に つ い て ＼ 伸長する方向で

検討する ｡

(注1 ) 取締役会が設置さ れな い 譲渡制限抹式会社の 取締役の 任期 に

つ い て は ､ 有限会社の 取締役と同様の 取扱 い をするもの とする ｡

( 注2) 具体的な伸長期間にらい ては ､ なお検討する ｡
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(注3) 藍査役 に つ い て も法定の任期の伸長を認め る もの とする か ど

うか に つ い て は ､ なお検討する ｡

(注4) 法定の 任期に つ い て は ､ 伸長する こ とにと どまらず､ 廃止す

る こ との 適否に つ い て も , なお検討する ｡

〔関連規定〕 商法256 条

現行法 に お い て は , 取締役 の 任期 は原則 と して 2 年を越 える こ と が でき

な い ‾( 商2 56 条 1 項｡ た だ し､ 任期 が就任後1 年以内 の 最終の 決算期 に 関

する 定時総会の 終結 の ときま で とさ れる委員会等設置会社 の 取締役 (商特

2 1 条の 6 第1 項) を除く) ｡ こ れ は ､ 取締役 に つ き定期的 に株主 の 信任 を

問う必 要がある こ と から設けられた規制 と い わ れる ｡ 補足説明 によ る と ､

土の 規制 に対 して は , 登記の コ ス ト
(2 0'

の 軽減等を理由と して ､ 実務界か ら､

所有と経営が
一 致して い る こ との 多い 譲渡制限株式会社に つ き見直 しの 要

望が出て い た ｡ こう した要望 も踏まえ､ 試案は ､ 譲渡制限株式会社の 取締

役の 法定の任期を延長 し､ また ､ 有限会社型の 譲渡制 限株式会社に つ い て

は有限会社 同様法定の 任期を設 けな い こ と とする こと を提案して い る ｡

譲渡制限会社 にお い て は事実上 所有と経営が分離 して い な い こ
‾
とも多く ､

類繁に株主の 信を問う必 要はな い で あろう ｡ 取締役会の ある譲渡制限株式

会社 に つ い て は任期を延長 し､ 取締役会の な い 譲渡制 限株式会社 に つ い て

は任期を廃止する ､ と い う試案の 提案は妥当 で あろう ｡ も っ とも ､ ( 注4 )

にある よう に , 所有と経営の 一

致を理由とする の で あ
■
れ ば､ 取締役会の 有

(20) 取締役 に関する事項の 変更登記にづ い て は+ 1 件3 万円 (資本金1 億 円以

下 の会社 に つ い て は 1 万円) の 登録免許税 が必要で あり ( 登録免許税法9 条､

. 別表第1 ･ 19 ( 1 ) カ) ､
こ の ほ か に司法書士手数料も要す る ｡ 会社 の 規模

によ っ て は少なくない 負担で あろう｡ なお､ 選任また は変更登記を僻怠すれ

ば取締役等が過料に処せ られ (商498 条 1 項18 号 ､ 1 号) ､ さ ら に放置すれば

休眠会社の 整理の対象と なる (商40 6 条 ノ 3 ) ｡
こ の ため ､ 中小企業にお い て

も ､ 取締役変更の登記は規定 どおり行 われる こ とが多い ようで ある ｡
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無を問わず､ 譲渡制 限株式会社全般に つ い て 任期を廃止する こ と と して も

問題 な い よう に思 わ れる ｡

また ､ 試案にお い て は (注3 ) で ､ 監査役に つ い て任期の 伸張に つ きな

お検討する こ と と して い る ｡ 現行法に お い て は監査役の 任期は ､ 就任後4

年以内の 最終の 決算期に関する定時絵会 の 終結の ときま で とさ れて い る が

( 商2 73 条 1 項) ､
こ の 任期 の 定めの 趣旨は取締役の 任期に関する規定の 趣

旨と異なり､ 監査役の 独立性の 確保 に ある ｡
こ の ため､ 取締役に関 して は

定款等 により任期の 短縮が認め られる の に対し､ 監査役に関 して は任期の

短縮 は認められ な い
(21)

｡ こ の た め ､ こ れ以上 の伸張は 問題を引き起こすの

で はな∨､ か と危倶 さ れる ｡

なお ､ 試案にお い て は ､ 会社類型 によ っ て は任期を短縮する こ とも提案

して い る ｡ 試案第四部第五 4(1) は ､ 現在は株主総会決議に より承認され た

利益処分案 ･ 損失処理案に よ っ て 決定され る利益配当等に
,
T3 き ､ 取締役の

任期を 1 年と した株式会社 にお い て は ､ 定款をも っ て ､ 取締役会の 決議 に

より決定で き る旨定め る こ とが で きる もの とする ｡
こ の 提案に つ い て は ､

後に検討する ｡

( 21) 江頭 ･ 前掲注 ( 6 ) 438 頁 ｡


